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技能実習生受入に関する留意事項

１ 認定を受けた実習計画どおりの実習

２ 人権侵害（暴力・暴言・ハラスメント
等）行為の禁止

３ 関係法令（労働関係・出入国関係）の
遵守



１ 認定を受けた実習計画どおりの実習

•受け入れのためには実習計画の認定を受ける必要が
ある。

•実習計画のとおりに実習を行う必要がある。
（作業内容、作業の場所、指導員の配置、労働条件、宿泊施
設・設備など）
計画と異なることを行わせると、悪質な場合には認
定の取消（技能実習の受け入れの停止）となることもあ
る。

•計画を変更する場合には事前の変更申請（軽微な変更
の場合は事後の届出）を行わなければならない。



２ 人権侵害（暴力・暴言ハラスメント等）
行為の禁止

•雇用主だけでなく、指導を行う従業員も含めて徹底
する必要がある。

•技能実習生との文化の違いなどにより、コミュニ
ケーションとして行った行為が暴力やハラスメント
と受け取られるケースがある。

•親身になって接することに間違いはないが、雇用関
係が根底にあることには注意が必要。



３ 法令（労働関係・出入国関係等）の
遵守

•外国人を技能実習のために受け入れ、雇用している
ことから、労働関係法令（労働基準法など）や出入国
関係法令に違反していないことは当然に必要とされ
る。

•実習実施者が関係法令違反により罰金刑以上の刑罰
を科されると、技能実習生を受け入れるための条件
を満たさなくなる。
※法令違反の内容が技能実習生に関係するかどうかを問わな
い。



検査へのご協力のお願い

外国人技能実習機構は、技能実習生を受け入れて
いる会社や個人事業を訪問して、定期的又は臨時的
に検査を行っております。
その際、予告なく訪問することもございますが、

可能な範囲で検査にご協力いただけますようお願い
いたします。
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ご清聴ありがとうございました。


